
 

 

 

 

 

第 12 回 

 

 

熊本県議会 

 

高速交通ネットワーク整備推進特別委員会会議記録 

 

 

平成29年９月25日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所 第 ３ 委 員 会 室 



第12回 熊本県議会 高速交通ネットワーク整備推進特別委員会会議記録（平成29年９月25日) 

 

- 1 - 

 

第12回熊本県議会高速交通ネットワーク整備推進特別委員会会議記録 

 

平成29年９月25日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時26分閉会 

                   

本日の会議に付した事件 

 １ 高速交通体系に関する件 

 ２ 熊本都市圏交通に関する件 

 ３ 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

                   

出席委員(16人) 

委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 髙 木 健 次 

        委  員 前 川   收 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 濱 田 大 造 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 中 村 亮 彦 

欠席議員（なし） 

委員外議員(なし) 

                   

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 山 川 清 徳 

交通政策・情報局長 藤 井 一 恵 

     地域振興課課長 重 見 忠 宏 

交通政策課長 内 田 清 之 

土木部 

部 長 手 島 健 司 

首席審議員兼 

道路整備課長 上 野 晋 也 

道路保全課長 長 井 英 治 

都市計画課長 坂 井 秀 一 

都市計画課政策監 尾 上 祐 介 

審議員兼 

鉄道高架推進室長 高 橋 慶 彦 

 警察本部 

交通部長 奥 田 隆 久 

交通規制課管理官 荒 木 健 司 

                    

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 岩 永 千 夏 

     政務調査課主幹 吉 田   晋 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○森浩二委員長 ただいまから、第12回高速

交通ネットワーク整備推進特別委員会を開催

します。 

 まず、前回６月の委員会以降に人事異動が

あっておりますので、自席から自己紹介をお

願いします。 

  (企画振興部長、地域振興課長の順に自

己紹介)(拍手) 

○森浩二委員長 それでは、付託事件の審査

に入ります。 

 まず、山川企画振興部長から総括説明をお

願いします。 

 

○山川企画振興部長 委員会開催に当たりま

して、執行部を代表して本委員会の付託案件

の概要について御説明申し上げます。 

 第１に、高速交通体系に関する件でござい

ます。 

 まず、高規格幹線道路等の道路ネットワー

クの整備につきましては、熊本天草幹線道路

のうち、熊本県が整備しております本渡道路

について、いよいよ第二天草瀬戸大橋の工事
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に着手いたします。 

 このように、幹線道路の整備は着実に進ん

でおります。今後も整備が促進されるよう、

引き続き要望活動などに積極的に取り組んで

まいります。 

 次に、航空路線の利用促進についでです

が、今年度４月から８月までの旅客者数は、

国内線、国際線ともに、熊本地震がありまし

た前年度はもとより、地震前の平成27年度も

上回っており、着実に回復してきています。 

 また、国際線につきましては、７月４日

に、国土交通省から、訪日誘客支援空港の認

定を受けました。今回の認定を追い風とし

て、香港線の一日も早い再開と既存路線の増

便や新たな路線誘致に取り組んでまいりま

す。 

 阿蘇くまもと空港の創造的復興につきまし

ては、６月30日に国がコンセッション方式に

ついての制度設計案を公表し、あわせて民間

投資意向調査が実施されました。８月２日に

は、県においても、セミナーと現地見学会を

開催しました。このセミナーには、県内外か

ら126社の参加申し込みがあり、阿蘇くまも

と空港に対する民間の関心の高さがうかがえ

ました。 

 今後も、本県の魅力や阿蘇くまもと空港の

ポテンシャルについて積極的に発信し、地域

の活性化につながる魅力ある提案が数多くな

されるよう取り組んでまいります。 

 第２に、熊本都市圏交通に関する件でござ

います。 

 平成28年３月に策定した熊本都市圏都市交

通マスタープランで提示した将来像を実現す

るためのアクションプランの策定に向け、

国、県、関係市町村、県警及び交通事業者で

構成する熊本都市圏総合交通戦略協議会を設

置し、共同事務局である熊本市とともに、８

月22日に開催しました。 

 今後は、同協議会において、平成30年度半

ばのアクションプラン策定を目指して取り組

んでまいります。 

 以上、各案件につきまして概要を御説明申

し上げましたが、詳しくは各課長から御説明

させます。御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

○森浩二委員長 それでは、付託事件に関す

る事業概要等の説明に入ります。 

 まず、事業概要について説明を求めた後、

その後質疑を受けたいと思います。委員会の

運営を効率的に行うため、説明は着座のまま

簡潔にお願いします。 

 では、執行部から説明をお願いします。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 高速交通ネットワーク整備推進特別委員会

の資料につきましては、変更した箇所を中心

に簡潔に説明させていただきます。変更部分

につきましては、資料にアンダーラインを引

いておりますので、よろしくお願いします。 

 まず、Ⅰの１の高規格幹線道路等の整備に

ついて御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 現状の欄の３つ目の丸の北熊本スマートイ

ンターチェンジについて、アンダーラインの

ところですが、ＮＥＸＣＯ西日本の工事は、

７月18日に契約され、10月中旬から本格的に

工事を実施される予定です。また、用地買収

の進捗は９割を超え、埋蔵文化財調査も約７

割が完了していると聞いております。 

 本県も、引き続き、早期完成に向け、支援

してまいりたいと思います。 

 次に、少し飛びまして16ページをお願いい

たします。 

 地域高規格道路の熊本天草幹線道路につい

て、現状の欄の最後の行のアンダーラインの

ところですが、大変申しわけございません

が、一部削除をさせていただきます。 

 「平成29年９月に(仮称)第二天草瀬戸大橋
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の下部工工事を契約し、」となっている部分

で、「契約」までは残していただき、「し、」

から以下の「10月７日に着工式を開催予

定。」という文の削除をお願いいたします。

申しわけございませんでした。 

 今後は、工事を推進していくとともに、用

地買収にもしっかりと取り組んでまいりま

す。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 各路線の建設促進活動について記載をして

おります。６月の本委員会後の主な活動内容

について御説明いたします。 

 まず初めに、①の九州中央自動車道です。 

 アンダーラインのところですが、九州中央

３県、熊本、大分、宮崎議員連盟の皆様と、

九州中央自動車道と中九州横断道路の整備促

進を強く訴えるために、７月13日に国土交通

省、８月16日に九州地方整備局などに要望活

動を行いました。また、８月17日には、熊

本、宮崎両県の期成会と共催により、熊本市

で九州中央自動車道の建設促進を願う地方大

会を行いました。 

 次に、19ページをお願いします。 

 ②南九州西回り自動車道です。 

 ７月19日に、熊本、鹿児島両県の協議会、

期成会及び議員連盟の合同で、国土交通省、

財務省、県選出国会議員へ建設促進の要望活

動を行いました。 

 次に、20ページをお願いいたします。 

 ③中九州横断道路です。 

 ７月13日と８月16日は、九州中央自動車道

の説明と同じになります。また、７月19日

に、熊本、大分両県の期成会による総会が開

催されました。 

 次に、21ページをお願いいたします。 

 ④熊本天草幹線道路です。 

 ８月23日から24日にかけて、期成会の皆様

と、九州地方整備局、国土交通省、財務省、

県選出国会議員へ建設促進の要望活動を行い

ました。 

 次に、⑤有明海沿岸道路(Ⅱ期)です。 

 ８月２日に、期成会の皆様と、国土交通

省、財務省及び県選出国会議員へ要望活動を

行いました。このほか、さまざまな機会を捉

えて要望活動を行っております。 

 これからも、委員皆様のお力をおかりいた

しまして、来年度の予算獲得、各路線の早期

整備に向けて、精力的に要望活動を行ってま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、22ページをお願いいたします。 

 道路整備によるストック効果のＰＲ活動と

して、８月16日から31日までの期間、県庁地

下通路展示ブースでストック効果のパネル展

を開催しました。今後も引き続き、道路整備

の必要性を訴えていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で道路整備課の説明を終わります。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 引き続き、アンダーラインをしました変更

箇所を中心に御説明申し上げます。 

 資料の24ページをお願いいたします。 

 ２、航空路線の利用促進について御説明申

し上げます。 

 (1)阿蘇くまもと空港の旅客数についてで

ございます。 

 ４番目の丸でございますが、平成29年４月

から８月までの旅客数につきましては、国内

線で、前年度に比べ約23万3,000人増の132万

人、対前年度同期比121.4％、国際線で、前

年度に比べ約４万人増の５万人、同じく

475.6％、合計で27万3,000人増の137万人、

124.7％増となっております。前年度の利用

者数を大幅に上回っております。また、熊本

地震前の平成27年度の同時期の旅客数132万

人を、５万人上回っている状況でございま

す。先ほど部長の概要説明でもありました

が、この数字からも、熊本地震から着実に回

復をしてきております。 
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 25ページをお願いいたします。 

 (2)国内線の振興についてでございます。 

 現状の各路線の動きでございますが、まず

国内線の各路線の旅客数につきましても、全

ての路線で前年度を上回っており、地震前の

27年度と比較いたしましても、ほぼ同水準あ

るいは地震前の旅客数を上回る路線も――東

京線等ですけれども、ございます。 

 対前年度同期比で申し上げますと、東京線

で120.5％、大阪線では121.2％、名古屋線で

は127.5％、沖縄線で132.1％という状況でご

ざいます。 

 ２ページ飛びまして、28ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 参考４でございますが、阿蘇くまもと空港

の国内路線別の旅客数でございます。 

 先ほど御説明申し上げましたように、国内

の路線別の旅客数、利用率の詳細を記載して

おります。 

 続きまして、29ページをお願いいたしま

す。 

 国際線の振興につきまして、現状でござい

ます。 

 まず、全般的なお話でございますが、２番

目の丸、ソウル線につきましては、ソウル線

全体の旅客数は、８月末時点での同時期比

で、前年度はもとより、熊本地震前の平成27

年度を上回っている状況でございます。 

 香港線につきましては、再開に向けて、引

き続き航空会社との協議を継続しているとこ

ろでございます。 

 また、平成29年７月４日に、国土交通省

が、阿蘇くまもと空港を訪日誘客支援空港に

認定しました。この認定により、今後３年間

にわたり、国による多様な支援を活用できる

こととなった次第でございます。 

 詳細につきましては、申しわけございませ

んが、別添でお配りをさせていただいており

ます。別添資料のほうで御説明をさせていた

だきます。別添資料の１ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 １ページでございますが、国は、明日の日

本を支える観光ビジョンが定めております訪

日外国人旅行者数を、2020年に4,000万人、

2030年に6,000万人の目標達成を掲げており

まして、地方への誘客促進が大変重要となっ

ていることから、従来の都市部に集中してい

た国際線を地方空港まで広げ、訪日誘客の窓

口を広げるための施策を進めているところで

ございます。 

 その一環といたしまして、国土交通省は、

平成29年度から、地方空港への国際線就航を

強力に推進するため、高レベルで誘客就航促

進の取り組みを行っております地方空港を訪

日誘客支援空港と認定した上で、総合的な支

援措置を講じることとし、各県等に認定対象

地方空港の募集を行ったところでございま

す。本県も、昨年度末、応募しているところ

でございます。 

 その結果、本年７月４日に、国土交通省か

ら、阿蘇くまもと空港を含む全国の27空港が

認定を受けたところでございます。 

 ２ページ目、ちょっと横になって申しわけ

ございません。２ページ目でございますが、

このうち阿蘇くまもと空港は、３つの認定空

港のカテゴリー区分のうち、最も支援メニュ

ーの多い拡大支援型に認定されております。

全国で19空港認定されております。今後３年

間にわたり、国によるいろいろな支援が活用

できることとなっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 具体的な支援の内容でございますが、左側

の枠囲みにありますとおり、新規就航・増便

支援に当たっての国際線着陸料の割引または

補助、それから、カウンターの設置、使用料

等の新規就航等経費の支援、また、右側の枠

囲みにありますとおり、旅客受け入れ環境高

度化のための施設整備ですとか、ＣＩＱ、検

疫、入管、関税の各施設整備について、国の

支援措置が行われることとなっております。 
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 今後、国や航空会社との協議を踏まえまし

て、各種支援制度を活用しながら、阿蘇くま

もと空港の既存の国際路線の増便や新規路線

の誘致の取り組みを強化してまいります。 

 それでは、また本資料のほうに戻っていた

だきまして、30ページのソウル線の現状を御

説明させていただきたいと思います。 

 ３番目の丸でございますが、４月２日から

インバウンドチャーター便としての運航開始

を行いましたエアソウル社が、７月２日から

は、インバウンド専用の定期便として運用

を、今現在継続しているところでございま

す。 

 10月29日からの冬ダイヤにおきましては、

現在の週２便から週３便に増便し、熊本から

のお客様、つまりアウトバウンドにも利用が

可能な定期便として運航される予定というこ

とでございます。 

 詳細につきましては、再び申しわけござい

ません。別添資料で御説明をさせていただき

ます。別添資料の４ページを改めてお開きい

ただければと思います。 

 別添資料４ページ目でございますけれど

も、エアソウルによるソウル線の拡充につい

てというところでございます。 

 １の経緯の３番目の丸でございますが、エ

アソウルは、平成29年４月２日から平成29年

10月26日までを予定期間といたしまして、阿

蘇くまもと空港とソウル・仁川空港間で、熊

本県内へのゴルフツアーを中心といたしまし

た、週２日、木曜、日曜でございますが、連

続60往復のインバウンドチャーター便を運航

開始したところでございます。その後、平成

29年７月２日からは、インバウンド専用の定

期便としての運航を継続しております。 

 ２の今後の動きでございますが、このた

び、エアソウルからの連絡によりますと、当

社から予定しております10月26日までのイン

バウンド便としての期間満了後、10月29日か

らの冬ダイヤからは、現在の週２便から週３

便――これは火曜日が追加となります。に増

便をいたしまして、インバウンド、アウトバ

ウンド双方の利用が可能な定期便として運航

される予定ということでございます。 

 なお、現在、エアソウル社と日本の国土交

通省との間で、最終的な手続を調整中であり

ますことを申し添えています。 

 この路線拡充を踏まえまして、韓国から熊

本への観光客をさらに増加させ、また県民の

利便性向上を図るため、利用促進と路線定着

を図ってまいります。 

 また、本資料に戻っていただきまして、31

ページ目でございます。 

 香港線でございますが、項目の最後の丸で

ございます。 

 香港航空以外の航空会社も選択肢に入れま

して、現地の航空会社や旅行会社と路線再開

に向けた協議を継続しております。 

 また、その他の新規路線につきましては、

ことし７月に小野副知事が、日中友好熊本県

議会議員連盟の皆様とともに上海市を訪問し

ていただきまして、中国東方航空に対しまし

て、中国路線開設に向けたトップセールスを

実施したところでございます。 

 １ページ飛びまして、33ページをお願いい

たします。 

 資料でございますが、参考２でございます

が、今年度４月から８月までの熊本―ソウル

線の月別の利用状況を掲載しております。全

体70％から80％の非常に高い利用率でござい

ます。 

 また、参考３は、熊本―台湾・高雄線の月

別の利用状況を掲載しております。前年度と

比べまして、208.8％となっているところで

ございます。 

 参考４は、エアソウルのインバウンドチャ

ーター便の利用実績でございます。８月末ま

での合計で、１万2,020人の方に御利用をい

ただいているところでございます。 

 続きまして、34ページをお願いいたしま
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す。 

 今後の取り組みでございます。 

 先ほど御説明申し上げました訪日誘客支援

空港の認定を追い風といたしまして、まずは

運休しております香港線の再開に向けて、あ

らゆる対策を講じてまいります。できるだけ

早期に国際線を３路線に戻すとともに、再開

後の利用促進や既存路線の増便、新たな路線

誘致にも力を入れてまいります。 

 また、ソウル線のエアソウルにつきまして

は、10月29日からのインバウンド、アウトバ

ウンド双方の定期便化以降も、韓国から熊本

への観光客をさらに増加させていくととも

に、県民の皆さんの利便性向上を図るため、

利用促進と路線定着を図ってまいります。 

 35ページをお願いいたします。 

 特に、香港線につきましては、引き続き航

空会社や大手旅行会社との運航再開に向けた

協議を継続してまいりますが、３番目の丸に

記載しておりますとおり、航空会社のほうか

らは、当面は、香港空港の定期便スロット枠

の確保が大変難しいという情報がございま

す。このことから、チャーター便枠による熊

本線の就航についても、現在調整を行ってま

いっているところでございます。 

 続きまして、36ページをお願いいたしま

す。 

 ３の航空物流機能の強化についてでござい

ます。 

 中ほどの参考１をごらんいただきたいと思

います。 

 一番下の段でございますが、ことし４月か

ら７月までの取扱量は、前年度を上回り推移

しており、順調に回復しているところでござ

います。 

 ２ページ飛びまして、39ページをお願いい

たします。 

 阿蘇くまもと空港の創造的復興についての

現状でございます。 

 ３番目の丸でございますが、６月30日に、

国土交通省から、阿蘇くまもと空港における

コンセッション方式の制度設計案を示します

熊本空港特定運営事業等基本スキーム(案)が

公表され、８月25日までの間、民間投資意向

調査、いわゆるマーケットサウンディングが

実施されたところでございます。 

 また、８月２日には、民間から魅力的な提

案が数多くなされるよう、本県の魅力や空港

のポテンシャルを県内外に発信する目的で、

阿蘇くまもと空港コンセッションセミナー・

現地見学会を熊本県の主催で開催しましたと

ころ、126社、202人からの申し込みがあり、

関心の高さがうかがえたところでございま

す。 

 ここで、現時点での阿蘇くまもと空港にお

けるコンセッションの想定スケジュールや基

本スキーム案を別添資料のほうで御説明させ

ていただきます。たびたびで恐縮でございま

すが、別添資料の５ページをごらんいただき

たいと思います。 

 横で申しわけございません。別添資料５ペ

ージ目でございます。 

 熊本空港運営委託に向けた現時点での想定

スケジュールというものでございます。 

 まず、コンセッション導入に向けた想定ス

ケジュールでございますが、現在、国におい

ては、マーケットサウンディング、民間投資

意向調査で寄せられました意見の集約を行っ

ておられるところでございます。  

 今後、これらを踏まえた制度設計案の修正

等が行われまして、来年１月に実施方針を公

表、３月には募集が開始される予定となって

おります。 

 来年度でございますが、具体的な国による

審査が行われまして、平成31年３月に優先交

渉権者が選定される予定でございます。その

後、新会社が設立された後に、まず、平成31

年７月ごろにビル事業が開始され、滑走路、

駐車場を含めた空港全体の運営は、32年の４

月ごろに開始される予定でございます。 
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 ６ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 ６月30日の国の基本スキーム案に掲載され

た主な項目、内容でございます。 

 まず、国内線、国際線一体化ビルの建設が

盛り込まれております。これは、平成34年度

中の供用開始を前提とされております。 

 事業期間は48年とされ、不可抗力による延

長は10年とされております。新ビルの耐用年

数等を考慮しまして、ほかの空港よりも長期

間の設定となっております。 

 事業方式でございますが、今現在熊本空港

ビルディング株式会社が行っておりますター

ミナル事業につきましては、株式譲渡により

新たな運営権者へ引き継がれることとなりま

した。 

 また、要求水準書(案)の体系に、大空港構

想ネクストステージの実現への協力が明記さ

れております。この要求水準書(案)は、３月

に示されます募集要項の中で、特に国から基

準や仕様が示されるものでございます。 

 公募に関する手続でございますが、１次審

査後に実施されます競争的対話において、１

次審査を通過しました２次審査参加者と国、

県との意見交換が行われる予定となっており

ます。 

 なお、１次、２次の審査委員といたしまし

ては、国が選定します学識経験者数名に加え

まして、県の代表者１名が選定される予定と

なっております。 

 別添資料の説明は以上でございます。 

 恐れ入りますが、本資料にお戻りいただき

まして、40ページをお願いいたします。 

 阿蘇くまもと空港のＰＲについてでござい

ます。 

 平成26年度から開始しております国際キッ

ズダンスフェスティバルでございますが、今

年度は、８月５日に台湾・高雄市において開

催をいたしまして、29チーム、156名、熊本

からも34名の小学生に参加をしていただき、

国際交流や国際線のＰＲを行ったところでご

ざいます。 

 １ページ飛びまして、42ページをお願いい

たします。 

 今後の取り組みの阿蘇くまもと空港の創造

的復興に関してでございます。 

 国土交通省におきまして、６月30日から８

月25日までの間に実施された阿蘇くまもと空

港におけるコンセッション方式に関する民間

投資意向調査の結果を踏まえまして、年度末

に公表予定の募集要項の作成に関する国との

協議を、積極的にしっかりと進めてまいりま

す。 

 また、今後とも、民間から魅力的な提案が

数多くなされるよう、本県の魅力や空港のポ

テンシャルを県内外に発信してまいります。 

 高速交通体系については以上でございま

す。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 49ページをごらん願います。 

 アンダーラインの箇所について御説明いた

します。 

 国、県、関係市町村、県警及び公共交通事

業者で構成されました熊本都市圏総合交通戦

略協議会を、熊本県と熊本市を共同事務所と

して設立いたしまして、去る８月22日に第１

回協議会を開催いたしました。 

 今後は、本協議会において、アクションプ

ランの平成30年半ばの策定を目指すととも

に、策定後は、施策の進捗管理や事業の効果

検証を行いながら、着実かつ継続的な施策の

実施により、目指すべき将来像の実現に向け

て取り組んでまいります。 

 都市計画課は以上でございます。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 資料50ページをお願いいたします。 
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 熊本都市圏交通に関する件の２、熊本都市

圏交通政策の主な取り組み、都市圏公共交通

ネットワークの整備についてでございます。 

 阿蘇くまもと空港へのアクセス改善の現状

では、丸の２番目でございますけれども、阿

蘇くまもと空港へのアクセス改善を図るた

め、本年４月から、ＪＲ豊肥本線を活用した

空港ライナーの本格運行を行っており、運行

開始から本年８月末までの延べ利用者数は43

万1,305人となっております。 

 表にありますように、本年度４月から８月

までの利用者数は４万184人、１日当たりの

利用者数は262人平均でございます。ことし

４月以降の利用者数としては、過去最高を記

録しているところでございます。 

 恐れ入ります。２ページ飛んでいただきま

して、53ページをお願いいたします。 

 中ほどの(3)パークアンドライドにつきま

しては、平成29年８月末現在、実施箇所10カ

所につきまして、駐車可能台数489台で供用

中でございます。 

 資料の説明につきましては以上でございま

す。御審議よろしくお願い申し上げます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部からの説明が

終わりましたので、質疑に入ります。 

 何かありませんか。 

 

○前田憲秀委員 資料の６ページ、先ほど現

状のところで、城南のスマートインターチェ

ンジについてちょっとお尋ねをしたいんです

けれども、７月９日に供用開始になりまし

た。 

 実は私も利用していたんですが、あそこは

たしか予算も大分削減をしてつくったという

ことで、高速に入る出入り口が２カ所ありま

す。いわゆる上り線と下り線というんでしょ

うか、中にはきれいにちゃんと迂回路もでき

ているんですけれども、そこら辺の何か要望

とか苦情とか、そういったのはまだ何もない

ですか。 

 

○上野道路整備課長 道路整備課でございま

すが、城南インターのアクセス出入りにつき

ましては、私のところには、特に、現在、ト

ラブルといいますか、そのような情報はまだ

いただいていないところではございます。 

 

○前田憲秀委員 結構です。 

 まあ、昼はあれなんですけれども、とにか

く入り口が別なので、鹿児島に行くときに福

岡に行くところに乗ると、またＵターンをし

てぐるっと回っていかないといけないという

そういう仕組みなんですね。私は、全然それ

がどうこうと言うわけじゃないんですけれど

も、やっぱり初めての人というのは、非常に

やっぱり戸惑うかなと。看板も確かにあるん

ですけれども、福岡方面、鹿児島方面という

のはたしか同じ板に書いてあって、福岡は奥

に行かないといけない、鹿児島はこっちから

とか。多分、地元の人からも、最初はちょっ

とそういう戸惑いの声を聞いたものですか

ら、その案内表示あたりはもう少し改善、ま

あこれはＮＥＸＣＯさんがするのかどうかわ

かりませんけれども、そこはしっかり、いい

形でできているなという印象はあるものです

から、特にそこはしっかりと注意して耳を傾

けていただければと思います。 

 

○上野道路整備課長 今委員から御意見いた

だきましたことにつきましては、地元、また

ＮＥＸＣＯさんと協議をさせていただいて、

また、利用者の声が今どのような状況かとい

うのも把握しまして、適切に対応してまいり

たいと思います。 

 

○前田憲秀委員 よろしくお願いします。 

 

○前川收委員 32ページですけれども、熊本

空港の対前年、それから前々年、地震前との
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利用率、旅客数の推移を見れば、非常に堅調

に前々年度、地震前からの影響がほぼ消えつ

つあるというような状況で推移しているとい

うことで、関係者の御努力に心から敬意を表

したいというふうに思っておりますが、地震

の年は別として、27年度とほぼ変わらないよ

うになってきたということの要因について

は、どういうこと、まあもとに戻ったと考え

られるのか、それとも新たな需要が生まれて

いるのかということについて、お考えをお聞

きしたいというのが１つです。 

 それからもう１つ、熊本空港のコンセッシ

ョン方式についてでありますが、着実に前に

進んできておりまして、応募の方もたくさん

いらっしゃるということで、それなりの提案

がなされてくるんだろうというふうに思いま

す。 

 選考の中には、審査委員会の設置の中に熊

本県の代表者がお１人お入りいただくという

ことで、これで大丈夫かなとは思いますけれ

ども、民間運用になるコンセッションで、と

てもいいところと、一方で不安なところ、両

面あると思うんですね、表裏で。いいところ

は、当然民間のさまざまなアイデアとかいう

ものを出していただくこととか、費用負担の

部分とか、そういうのはとてもいいところだ

と思いますが、一方で、公共交通機関である

社会インフラとして見た空港が、余りにも商

業ベース過ぎるとか、それから、いわゆる一

個人企業の、何というんですか、営業だけの

ための空港みたいなことになってもらって

は、とても困るなというふうなことを感じて

おります。 

 ちなみに、ＪＲが民営化して、そして株も

売って、だんだんだんだん完全に民営企業に

なってきたということになると、赤字路線は

なかなか廃止を、やめたがっているという、

言葉じゃ言わないけれども、ひしひしと見え

てきますね。 

 ところが、公共交通機関の役割という部分

については、一定程度は採算性は、まあ度外

視とまでは言いませんが、一定程度我慢して

でも、やっぱり国民の足をしっかり守ってい

くという、そういった概念は絶対的に必要だ

というふうに思います。うちは民間企業です

から、民間は当然もうかるようにすればいい

んだということでは、やっぱり公共交通機関

という部分について非常に危ぶまれるという

部分がありますが、そこの歯どめというの

は、まあここの別冊６ページに、選定方法の

中に県の代表者が１人入るということではあ

りますが、１人ですかというぐらいな気持ち

なんですね。基本的には、もっと複数入っ

て、やっぱり県の意見をどんどん反映できる

ような形をつくってもらえればなというふう

に思っておりますが、その点いかがでしょう

か。 

 

○内田交通政策課長 ありがとうございま

す。 

 委員から御質問いただきました２点につき

まして、まず１点目の今年度の阿蘇くまもと

空港の利用者数でございますけれども、国内

線につきましては、特に東京便を中心といた

しまして、特にやっぱり復興に関するいろん

な需要関係が伸びてきているところがござい

ます。 

 ちなみに、４月から８月までの東京便につ

きましては、96万7,600人の方に御利用いた

だいております。実は、27年度が90万でござ

いましたので、既に７万人近く御利用が多い

ということがわかっております。 

 もう一点が、やっぱり海外路線の伸びでご

ざいまして、特に韓国線のほうが、ティーウ

ェイ航空が週４便、それからエアソウル航空

が週２便のチャーター便を新たに就航してい

ただきましたものですから、これを含めて５

万人以上の伸びが出てきているという状況で

ございます。 

 引き続き、これにつきましては、また今後
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も伸びが加速化するのではないかと予想をし

ているところでございます。 

 もう一点のほうでございますけれども、実

は、阿蘇くまもと空港のこのコンセッション

につきましては、ＪＲの民営化とはちょっと

異なりまして、ＪＲの場合は、全く施設その

ものの所有権も含めてＪＲのほうに国から移

管をされておりますけれども、阿蘇くまもと

空港のコンセッションの場合は、基本的に所

有権は国が持ったままでございます。その上

で、運営する権限、運営権だけをビル、滑走

路、それから駐車場に付しまして託してある

という状況でございまして、民間委託という

形になっております。 

 全てそのたてつけで法律的なもの、それか

ら制度的なものはでき上がっておりまして、

ただ、今回、６月30日に示されました阿蘇く

まもと空港の経営に関します基本スキーム案

におきましても、例えば要求水準書、これは

かなり厳しく、絶対的に事業者が守っていか

なければならない項目として特に定めてある

わけでございますけれども、特に保安管理、

環境対策、地域との共生、空港の利用促進、

それから、本県の場合は、大空港構想ネクス

トステージ実現への協力、それから新ビル施

設の整備等につきましては、この要求水準書

という枠組みの中でもきっちりとした提案を

して、それに沿ったものを選定していくとい

うようなプロセスが今後図られていくことに

なります。 

 委員からもありましたように、熊本県から

も代表者を審査委員として送り込むという

か、選ばれる予定でございますし、このあた

りにつきましては、制度的にも、また実際に

選ぶプロセスとしても、今後の熊本県として

のいろんな意向を反映させていただけるよう

な仕組みにはなっているというところで、ま

ずは御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 

○前川收委員 多分、復興需要があるから今

伸びているんだろうというふうに思っていま

すが、この後、緩やかにではありますけれど

も、復興需要は消えていかなければいけない

というかな、ずっとあったままではこちらも

困るわけでありますから、そこはしっかりま

た対策を含めて、このコンセッション方式に

よる空港の活性化という前提の中で取り組ん

でいただければなと思っています。 

 おっしゃったとおり、コンセッションにつ

いては、施設そのものの所有は国が持つとい

うことで、今と変わらないというふうにはな

ると思いますけれども、私のほうからお願い

したいのは、運営をなさる民間会社に対し

て、一定の窓をやっぱりちゃんとつけておい

て、そして熊本県の声がその経営に反映され

るというシステムを今の段階で少し考えとか

ないと、できた後に言い出しても仕方ないと

いうところがありますので、極力その部分に

ついて考え方を出してもらいたいなと思って

おりますね。 

 もちろん、こういうのは考えています、考

えていますと言いますけれども、結果として

民間が運営するということはもう間違いない

わけでありますから、その運営が始まった後

に県からいろいろ話があっても、これはもう

ちゃんと資格審査で通った上でやっているん

ですと言ってしまわれれば、もう何も言えな

くなってしまうということにはならないよう

に、運営サイドの中に、やっぱり公共交通機

関という部分についての運営ということにつ

いて、一定の発言権があるような形をつくっ

ていただければいいんじゃないかなと思って

いますので、これから模索してもらえればと

思いますが、お考えがあればお願いします。 

 

○山川企画振興部長 若干の捕足でございま

すけれども、幸いにしてほかの空港の先例も

ございますので、御懸念のようなことが生じ

ないように、我々も、しっかり準備、研究し
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ておきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

○鎌田聡委員 少し関連になりますけれど

も、前の前の委員会でも多分同じことを申し

上げたかと思いますが、特に民営ということ

で、いろいろと要求水準書にありますけれど

も、とりわけ環境対策ということで、40ペー

ジに、まあ空整協が今存在しておりまして、

そこの部分から環境対策事業ということで交

付をされているお金が、これから駐車場事業

も民営会社ということになるわけであります

から、この部分をきちんと、県なり、そして

市町村なり、そういった環境対策、それと地

域のさまざまな、まあ地域行政という部分も

ありますから、そういった部分にも出してい

ただけるように、ぜひそこは、これから民営

会社といろいろやるときに、出していただき

たいと思います。この辺はどうなんでしょ

う。 

 

○内田交通政策課長 環境対策につきまして

は、先例のコンセッションの事例もそうでご

ざいますけれども、極めて重要な事項と。こ

れについては、民間に運営をさせていく上

で、今の水準より落としてはいけないという

のがまず前提としてございます。それは落と

さない。むしろ、それをさらに活性化してい

くような仕組みをきちっと提案しなさいとい

うことが義務づけられております。 

 それから、熊本県といたしましても、今、

周辺の市町村の皆さん方と一緒に環境対策の

協議会をつくっておりまして、住民の代表の

皆様方と一緒に、年に２回会議を持ちまし

て、今の現状ですとか、あるいは今後国とか

県の役割についての議論をさせていただいて

いるところでございます。 

 引き続き、その会議の場には、新しいコン

セッションによって選ばれた運営権者にも入

っていただいて、協議をやって、地元の声を

きちっとその場で伝えていくと。それに応じ

た対応策を、毎年毎年講じていただくような

仕組みのほうをつくっていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 

○鎌田聡委員 ぜひよろしくお願いしたいと

思いますけれども、例えば先例の空港で、こ

ういった空港整備協会の同じような扱いがあ

るところで、この部分の扱いはどうなってい

るのか、そういった例はありますか。もう今

やっているところで。 

 

○内田交通政策課長 現在、仙台空港のほう

が、昨年７月から、コンセッション、民間委

託化を実施しておりまして、この環境対策に

ついてもきちっと入っております。基本的に

は、お聞き及びますところ、以前の水準より

も高い形で施策のほうは実施されていると、

仙台空港のほうから聞いているところでござ

います。 

 

○鎌田聡委員 そういう先例もあるわけであ

りますから、ぜひ熊本も、そのレベルが落ち

ないように、先ほど上げていくという話もあ

りましたので、しっかりと取り組みをしてい

ただきたいと思います。 

 それと、いいですか、続けて。 

 

○森浩二委員長 はい、鎌田委員。 

 

○鎌田聡委員 済みません、それと、訪日誘

客支援空港の認定がとれたというお話がござ

いましたけれども、これは、１つはハード整

備部分への補助ということでありますけれど

も、これは、熊本空港はこれから建てかえて

いくわけでありますので、この辺はあんまり

メリットが見えづらいかなというふうに感じ

ております。その点がどうなのかというのが

１点と、あと、香港線の今また再開というの

を目指しておりますけれども、そこが再開さ
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れるときの、いわゆる着陸料割引、これは対

象になるのかどうなのか。 

 これで見ますと、どうも新規とか増便が対

象となりますので、休んでいるのが戻ってく

るのがどうなのかということも含めて、ちょ

っと教えていただきたいと思います。ですか

ら、これが認定されて、どれだけプラスにな

るのかなというのがちょっとわからなかった

ものですから。 

 

○内田交通政策課長 確かに、訪日誘客支援

空港のさまざまなメリットにつきましては、

一応、今年度から３年間ということでござい

ます。その後も継続されるのではないかなと

期待はしているところでございますけれど

も、当面３年間ということでございますの

で、コンセッションの新しい建設に関しての

反映という部分については、そこはかぶらな

いかなと思っております。そこまではないか

なと思っておるところでございます。 

 ただ、現状の海外路線誘致につきまして

は、この施策については非常に有効だと考え

ておりまして、香港線につきましても、実は

今、熊本便は、地震前まで週２便飛んでおり

ましたけれども、そのスロットについては、

今鹿児島空港に行っているところでございま

す。そういう考え方からしますと、便が再開

する、要するに新規ではなくて再開するので

はないかということなんですけれども、航空

会社のほうに確認をいたしましたところ、熊

本便については、一応もう今鹿児島の枠にな

ってしまっているということで、今後、熊本

便が飛ぶとすれば、新規路線になるという扱

いだそうでございます。ということでござい

ますので、一応この訪日誘客支援空港に係る

支援措置については、受けられるということ

になってまいります。 

 それから、資料の２ページのほうで、訪日

誘客支援空港で３つのカテゴリーに分かれて

おりまして、一番上から、拡大支援型、それ

から、継続支援型、育成支援型というふうに

分かれております。 

 実は、この拡大支援型というところに入り

ますと、かなりメリットが多うございまし

て、実は今年度の国土交通省のこの関連の予

算が大体10億円を計上してございますけれど

も、この３つのカテゴリーの違いといいます

のは、例えば着陸料につきましては――現状

も、実は着陸料については国の支援が幾分か

ございます。ただ、その支援につきまして

は、大体１空港当たり1,500万円という上限

が設定されておりまして、それより多くなっ

た場合は、もうそこで打ち切りという状況な

んですけれども、ここの拡大支援型に入りま

すと、その上限がないということで伺ってお

ります、国のほうから。 

 したがいまして、とにかく誘致を頑張って

いけば、まず拡大支援型の空港から適用して

いって、予算が余れば継続支援型とか育成支

援型のほうに予算がかかるという仕組みだそ

うでございますので、ここはもうしっかり熊

本県が、ここの３年間、頑張らせていただき

たいと考えているところでございます。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。そういうこと

であるのならば、３年間という、当面３年間

ですから、そこでやっぱりメリットを生み出

していくためには、早くそういった香港線

も、まあ１つでもできればもう増便というこ

と、新規路線となるのであれば、頑張ってい

かなければならないと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員 先ほど着陸料の割引とい

うふうな話があって、これは航空会社が支払

う料金で、大体これは１件当たり何時間とか

幾らぐらいというのはわかりますか。 

○内田交通政策課長 今、熊本に一番海外線

で飛んできておりますボーイングの737型で
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すとかあるいはエアバスのＡ３１型、150席

から大体190席ぐらいの機体でございますけ

れども、これが１回当たり着陸するごとに、

大体８万3,000円から10万円の間、重さによ

って若干違ってきますけれども、大体８万3,

000円から８万5,000円ぐらいの着陸料が航空

会社に国から求められると、支払わなければ

ならないという状況になっております。 

 

○小早川宗弘委員 やっぱり割引にすること

で、航空会社にとっては、その８万円とかい

う額というのは大きいんですかね。 

 ちょっと以前聞いたことがあるのだけれど

も、関空が、関空建設当時に何兆円というふ

うな予算で空港が建設されて、あるいは着陸

料か待機料がようわからぬですけれども、１

日置くともう何百万とするというふうなこと

で、関空だけは航空会社は避けたいというふ

うな、そういう雰囲気がわあっと広がったん

ですけれども、今後、熊本空港は、新しい空

港、ターミナルビルのごたるとを建設してい

けば、そういう着陸料のごたるとがどんどん

どんどん高くなっていくとじゃなかかなとい

うふうな思いがありますけれども、航空会社

にとってその着陸料というのは、どれぐらい

の負担というか、メリットというか、この３

分の１割引についてはどういうふうな認識な

んですかね。 

 

○内田交通政策課長 基本的に、着陸料は、

やっぱり１回当たりで10万円近くの費用が発

生するということで、非常に航空会社にとっ

ては負担が大きいと伺っておりますし、この

拡大支援型に認定されますと、基本的には国

のほうで着陸料を全額持っていただくような

スキームになってまいります。もちろん、自

治体の持ち出し、協調補助みたいなものもご

ざいますけれども、基本的には国のほうで持

っていただくということでありますので、そ

の辺の経済的な、経営的なメリットは非常に

大きいというふうに思います。 

 また、コンセッションによりまして民間事

業者が委託した場合は、今度は、例えば滑走

路、それからターミナルビル事業、それから

駐車場事業、これらの収支をしつつ、プール

いたしまして、例えば着陸料を全額免除する

とか、そういうような施策も打ち出すことが

できるようになってまいります。実際、仙台

空港では、そういうような施策を打ち出し

て、どんどん海外路線を伸ばしているという

状況にございます。 

 

○小早川宗弘委員 わかりました。 

 

○小杉直委員 皆さんの質問と違った切り口

からお尋ねですが、山川さんが初めて企画振

興部長においでておりますので、県警に聞く

前に、藤井さんか内田さんにお尋ねしときま

すが、結局、外国の観光客をどんどん取り入

れようというようなことが大きな県政課題の

一つになっておりますが、その裏のリスクに

は、やっぱりいろんな不良外国人が来たり、

あるいはこの間は北朝鮮の委員長の兄貴さん

が空港で暗殺されたりとか、イギリス、フラ

ンス等では信じられないような場所でテロが

起きたりとか、もう世界各国いろんな事案が

発生することがわからないというんですか、

そういうおそれになっとる時代になってしま

ったわけですが、いわゆる、ちょっと早いけ

れども、空港交番の場所あるいは工事中の移

転場所等についてはどういうふうなお考えで

すかな。 

 

○内田交通政策課長 済みません、まずは私

のほうからお答えさせていただきます。 

 空港内派出所の移転につきましては、現

在、熊本県警と十分に連携をし、調整をさせ

ていただいているところでございます。 

 基本的には、新ターミナルビル、新しくで

きるターミナルビルにつきましても、今回の
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基本スキーム案、国が出した基本スキーム案

の中にきちっとスペースを確保しろというこ

とが位置づけられておりますので、まずこれ

は確保されるということでございます。 

 あとは、具体的な入居の方法とか、どこに

やることが一番ベストか、その観点につきま

しては、県警のほうと私どもと一緒に来年度

の競争的対話の中に入っていただきまして、

具体的な箇所ですとか、あるいはどういうよ

うな施設運営をしていくかという部分を、直

接打ち合わせさせていただくような形になっ

ております。 

 それから、新しいビルが建ちますまでの別

棟ビル、これは国土交通省が平成31年度末ま

でに建設するものでございますけれども、こ

れにつきましては、仮設的に空港派出所も一

応入居していただくような形になりますが、

その位置につきましては、県警と交通政策課

とそれと空港ビルディング、それから国土交

通省のほうと、現在、きちっと打ち合わせを

させていただいているところでございます。 

 

○小杉直委員 なら、県警にお尋ねですが、

今内田さんが説明なさったような方向で、互

いに連携、打ち合わせをしながら進めており

ますか。 

 

○奥田交通部長 空港警察については、数次

にわたって協議中でございます。 

 

○小杉直委員 ２年後には、世界女子ハンド

とかラグビーワールド大会等も熊本は控えて

おるしですね、ひとつ安全・安心対策、治安

対策には、十分心がけて進めてほしいと思い

ます。 

 おかげで、熊本駅舎のほうは、鉄道警察隊

がいい場所に設定したというふうに聞いてお

りますので、ひとつそういう面を参考にしな

がら、いい場所に、外国の方の安心、安全が

十分保たれる、また、いろんな警察官の姿が

見えやすいような場所に交番をつくってもら

うという方向で、ひとつよろしくお願いしと

きますね。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

 

○増永慎一郎委員 49ページのアクションプ

ランの策定についてちょっとお伺いしたいと

思います。 

 前回の委員会だったと思いますけれども、

高額なお金を使ってマスタープランをつくっ

たということで、ただ、ほとんどが熊本市が

やらなければいけないということで、ちゃん

と熊本市と連携がとれているかという話が多

分あったと思います。 

 指摘なされた点で、何か今までと違って、

熊本市との協議をきちんとやっているとか、

そういったことがあれば、変わった点があれ

ば、ちょっと教えてほしいなというふうに思

います。 

 

○坂井都市計画課長 まず、マスタープラン

をつくる際につきましては、もちろん共同事

務局であります熊本市と県、それぞれどうい

う課題があるか、熊本都市圏の交通につきま

しては、熊本市がやらなければならないこと

が一番大きいですから、その辺につきまして

は、熊本市も十分理解した上でマスタープラ

ンをつくっております。 

 事務方のほうで、具体的に細かい点につき

ましては、常々熊本市とすり合わせ等を行い

ながらやっております。例えば、今熊本市が

進めております嘉島町と熊本市でパークアン

ドライドのほうに力を入れていくとか、そう

いった点でも動いていらっしゃいますので、

日ごろから常々すり合わせは十分やっている

と思っております。 

 

○増永慎一郎委員 いや、私が言っているの

は、今までやってきたことじゃなくて、この
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前あれだけ御指摘があったので、あの指摘を

受けてさらに何か、要は、きちんとうまくい

ってないんじゃないかということで指摘があ

ったわけでございますので、それから先に、

この前指摘を受けて何か改善したことがあり

ますかという質問なんですけれども。 

 

○坂井都市計画課長 その点につきまして

は、熊本市と熊本県のほうでマスタープラン

をつくるときに、現状がどういう現状である

かというのが大体わかってきました。問題点

が、どういう問題点があるかというのも大体

わかってまいりました。これから、アクショ

ンプランをつくる中で詰めていきたいと思っ

ています。現状では、まだそこまでは行って

いない状況です。 

 

○増永慎一郎委員 いや、何でこういう質問

をしたかと申しますと、実は、先日、小川嘉

島線の建設促進の期成会がありまして、国か

ら来られている、誰だったかな、道路整備課

長だったと思うんですけれども、お話があり

ました。今、熊本市の状況ということでです

ね。 

 もう何かお金がないから、全然このマスタ

ープランとかという話――マスタープランと

かを打ち合わせしてこういうふうになってい

るので、きちんとやっぱり県と連携をとりな

がらやっていかなければいけないという話じ

ゃなくて、もうお金がないからどうしようも

ないですというふうな説明だったんですよ。 

 上益城の首長さんたち、来られていました

けれども、下益城、それから守田宇城市長と

か来られていましたけれども、話にならない

と。県がもう結局やれない部分なので、やっ

ぱりきちんと県と市と話をして先に進むよう

な話になっていかないと、入り口のところで

もう全然だめになっているので、これだった

らアクションプランまでちょっと行き着かな

いんじゃないかなというふうに思ったんです

ね。 

 この前、せっかく指摘を受けているんだか

ら、やっぱりきちんとその指摘を受けたこと

を熊本市に説明をしながら、もうちょっと協

議をきちんとできるような体制に変えてもら

わないと、何というか、結局、私たちが見て

も、一生懸命頑張られているのはわかるんで

すけれども、熊本市の範囲だから仕方ないで

しょうというふうな感じにしか見れないんで

すよ、こっちが。 

 ですから、一番本当は不便に感じていらっ

しゃるのは、例えば蓍町橋とかは、やっぱり

城南の人たちが一番不便に感じていらっしゃ

るんですよね。先ほど城南のスマートインタ

ーの話もありましたけれども、あれができて

交通量が減ったかというと、もう全然変わら

ないんですよ。 

 ですから、やっぱり先に、あそこの部分な

んかは特に先に進んでいかなければいけない

というふうに思っていますので、ぜひともそ

の辺はきちんと熊本市とお話をしていただき

たいというふうに要望しておきます。 

 

○坂井都市計画課長 先生からいただきまし

たお話につきまして、熊本市と県だけではご

ざいませんで、その都市圏の周りにまた関係

する市町村がございます。今おっしゃったお

話につきまして、十分頭に入れながら、今後

熊本市と協議してまいります。 

 

○増永慎一郎委員 よろしくお願いします。 

 

○濱田大造委員 53ページと54ページのパー

クアンドライドについてちょっと教えてくだ

さい。 

 現在、489台で供用中ということですが、

将来的に何台ぐらいまでふやしていきたいと

お考えなんですか。教えてください。 

 

○坂井都市計画課長 パークアンドライドに
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つきましては、一番効果が上がると思われて

おります豊肥本線沿線の駅周辺にまだ民間駐

車場とかがございますので、そういったとこ

ろでパークアンドライドに協力していただけ

るように、今、台数をふやすため、いろいろ

協議してまいっております。 

 目標台数とかは持っておりませんけれど

も、協力いただける民間駐車場等に声をかけ

ております。続けてふやしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

 

○松村秀逸委員 増永先生と同じようなとこ

ろが関連しますが、先ほどの熊本市との連携

の件の流れで、私、東バイパスの立体化につ

いて１回目の質問でしたときに、その後、マ

スタープランで５カ所の交差点の立体化が示

されたわけですが、昨年の質問でまた、地震

の後で緊急車両、支援物資等の影響を受ける

ので、連続立体がいいんじゃないかというこ

とで、再度質問をさせていただきました。そ

れで、アクションプランで検討しますという

ことでございました。 

 アクションプランの会議を１回今度されて

おりますけれども、その立体化についての熊

本市との進みぐあいといいますか、これが熊

本市の場所、先ほどと同じで、おっしゃる熊

本市の地域だものですから、東バイパスが。

この点について、どういうふうな話になって

いるかをちょっと確認しておきたいんです

が。 

 

○坂井都市計画課長 マスタープランで今示

しているのが、大きな放射状の道路と環状道

路が交差します大きな交差点を５カ所、それ

とあと、それに２つ追加して７カ所につい

て、部分立体ということをマスタープランで

は提案させていただいております。 

 現在、国土交通省のほうで、立体交差につ

いて、どういうふうな効果が出るかというこ

とについて効果検証を今やられておりますの

で、連続立体交差も含めて検討されると思っ

ております。 

 以上です。 

 

○松村秀逸委員 それで、やはり地元熊本市

が、いまいち何か、私もお話をしていくと、

反応が余りよくないものですから、先ほど増

永先生方がおっしゃるような連携について、

やっぱり熊本市に強く要望していただいたほ

うが進むんじゃないかと思うですね。じゃな

いと、予算の関係、確かにいろんな地域で、

ＭＩＣＥと病院で金がないんだと、もうほと

んどの担当の方がおっしゃいます。そういう

ふうにもう触れ込んであります。だから、何

をするにしても、熊本市のほうはそういう状

況であるということを一応把握しとっていた

だいたがいいのかなというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

○森浩二委員長 ほかに質問ありませんか。 

 

○岩本浩治委員 何か話聞いていましたら、

私、阿蘇なものですからね、阿蘇だけ何か公

共交通機関から取り外されてしまっているん

じゃないかなという感じがしたんです。 

 4,000万人、6,000万人の誘客をしますと載

っていますが、自動車から公共交通機関にシ

フトして外人さんあたりは、まあインバウン

ドあたりは別でしょうから、ヨーロッパ、ア

メリカから来る人は、普通のバスを利用する

んですね。貸し切りじゃ動かないんです。 

 そういう中で、せんだって、例えば長陽大

橋が開通しましたが、それに対する南阿蘇に

向かっていく公共バスの本数をふやしたり、

例えばミルクロードから阿蘇に入る二重峠を

おりていく、この観光に向けた公共交通機関

のバスをふやしていく検討をされているの

か。何か阿蘇だけ外されているのかなという

感覚がしてならぬわけでございますね。ぜ
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ひ、こういう部分を、どう今後考えていくの

かというのをお聞きしたいなと。 

 ＪＲ豊肥本線という名前が出ていますが、

これはＪＲ豊肥本線といえば、阿蘇も入って

いるんですね。ただ、大津から熊本という関

係ですけれども、やはりそういう部分も、何

かしらん、もういつできるかわからぬことは

プランで外しとったがいいのかなというよう

な感じを受けてならないんですが、以上の質

問でございます。 

 

○内田交通政策課長 長陽大橋開通後の、特

に公共交通アクセスにつきましては、実は私

どもがもう１つ所管しております南阿蘇鉄道

の復旧・復興の見直しの事業の中でも、再生

協議会というのを設置いたしまして、その中

で、南阿蘇鉄道の役割とともに、周辺の公共

交通網自体をひとつ活性化させようという、

公共交通網形成計画というのをつくっている

ところでございます。 

 実は、その流れの一環といたしまして、今

般、８月末に長陽大橋が通りましたものです

から、今の南郷ライナー、通勤、通学の方向

けの南郷ライナーですとか、南阿蘇村さんが

今やっていらっしゃる南阿蘇の「ゆるっとバ

ス」、これを10月１日のダイヤ改正に合わせ

まして、高森、南阿蘇方面から長陽大橋を経

由して肥後大津駅まで行くようなルートに一

応見直すという方向でまとまり、既に認可の

手続に入っているという状況でございます。 

 この見直しによりまして、今まで俵山を越

えるということに非常に御不便をされていた

南阿蘇地域の皆さんにとっては、少しですけ

れども、通学、通勤、買い物等の利便性につ

いては、向上していくのではないかというふ

うに思っているところでございます。 

 

○岩本浩治委員 今南阿蘇の話が出ました

が、阿蘇のほうはどぎゃんなりますか。 

 今、熊本―大分の観光バスが１台、それと

学生の朝晩ですよね。これも何か本数が減っ

てきていると。そして、観光客が、学生が多

いときは乗れないという話も出てきているん

です。これについては、どう計画されている

のか、お聞きしたいんですけれども。 

 

○内田交通政策課長 今、通学支援バスとい

うのが、阿蘇方面からというのは中心になっ

ているところでございます。現状といたしま

しては、ことしの４月から、阿蘇方面につい

ては、ミルクロード、ＪＲ通学の支援バスが

宮地駅から肥後大津駅の間をやっておりま

す。 

 引き続き、ＪＲ九州が運行している通学支

援バスが継続して運行していくことになりま

すけれども、一応、ＪＲ九州が、貸し切りバ

ス事業者に対して運行委託をしております。

それに対しまして、２分の１を県が補助する

という形にしまして、４月からやっていると

ころでございます。 

 大変、豊肥本線に比べますと、まだまだ御

不便をかけているところかと思いますけれど

も、これからも、豊肥本線が再開するまでの

間をどうするのかと、もう一つは、一刻も早

く豊肥本線自体を再開するということのこの

２つの動きについては、しっかり関係課のほ

うと協議をして、施策のほうを打ってまいり

たいと思っております。 

 

○岩本浩治委員 通学バスは、皆さん方のお

力で通してもらっているんですけれども、観

光客ですたいね。観光客をやっぱり入れ込む

ためには、普通の通学代替バスじゃなくて、

定期バスを検討される方向にはあるのかどう

かということなんですが。 

 

○内田交通政策課長 定期観光バスについて

は、まだ現状どおりでございます。現状、や

まびこ号と九州横断バスが運行しております

けれども、実績といたしましては、前年度に
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比べると、実は利用者数はふえている状況と

承っております。 

 ちなみに、例えば８月時期におきまして

は、やまびこ号においては、前年度、昨年は

3,160人だったのが、ことし5,141人というこ

とで、やまびこ号の利便性とか使い勝手につ

いての周知というのは、だんだん効いてきて

おるかなと思いまして、引き続き、九州産交

バスについては、できるだけ改善できるとこ

ろがあれば改善していただきたいような要望

はやっていきたいと思っているところでござ

います。 

 それから、九州横断バスにつきましても、

同様のものでございまして、少しずつですが

ふえてきている状況でございますので、これ

についても、利便性を高めていくような協議

はしっかりしてまいりたいと思っておりま

す。 

 済みません、ちょっと後ろから参りまし

た。実は、阿蘇市から熊本、大津方面へのバ

スについては、今年度、１往復増便します。 

 

○岩本浩治委員 よろしくお願いします。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

 

○前田憲秀委員 50ページ、先ほど空港ライ

ナーの延べ利用者数の御報告をいただいたん

ですが、その上のリムジンバスの利便性向上

について、ちょっと確認の意味も含めてお尋

ねをしたいんですけれども、実際、７月に私

が乗ったものですから、そのことも踏まえて

お尋ねをしたいと思います。 

 この公共車両優先システムを活用して一定

の効果が確認されたと、ずっとこれも報告い

ただいているんですけれども、具体的にはど

んな効果なんですかね。 

 

○荒木交通規制課管理官 その件につきまし

て、主に市内なんですけれども、特にＰＴＰ

Ｓにつきましては、交差点直近の信号につき

まして、バスが近づきますと、赤を短く、青

を延長ということで流していますけれども、

リムジンバスにつきましても、車載器がつい

ているものにつきましては、ＰＴＰＳの効果

が出ているものと思います。 

 あと、第２空港線の信号につきましても、

主要道路をメーンに流すようにしておりま

す。今後とも県警察としましては、第２空港

線も含めまして、交通の円滑化について努め

てまいりたいと思っています。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 管理官とは、第２空港線の信号についても

いろいろ御相談をさせていただくんですが、

実は７月に、８時３分空港着のリムジンバス

に乗りました。で、着いたのは23分なんです

よね。ほかの日がどうかはわかりませんけれ

ども、県庁職員の皆さん方も、ばたばたやっ

ておりて35分の飛行機に乗るような光景だっ

たんですけれども、そういう調査みたいなの

は、これはもうバス会社に任せることなんで

すか。どうなんでしょう。 

 

○内田交通政策課長 各便ごとのその離発着

の時刻については、全ての便、バス会社のほ

うで今把握をされておりまして、それをある

期間集計して、対応策については、一応講じ

ていただいているというところでございま

す。例えば、少しダイヤ改正のときに便を早

めて出して、ある程度の時間見込んで早めて

出すとか、そういうところの工夫は、今事業

者のほうにいただいているところでございま

す。 

 

○前田憲秀委員 時刻表を見ると、朝のラッ

シュ時間は、確かに到着時間は遅くなるよう

な仕組みにはなっているんですけれども、そ

れ以上、やっぱり20分ぐらいおくれるという

事実はあったんですよね。 



第12回 熊本県議会 高速交通ネットワーク整備推進特別委員会会議記録（平成29年９月25日) 

 

- 19 - 

 

 それと、今回特には聞きませんけれども、

ＩＣカードの利用率がどうなのかなと。リム

ジンバスというのは、基本的に、ノンステッ

プは別ですけれども、１列で一人一人おりて

いかないといけないわけですよ。だから、

1,000円札で両替しておりるとなると、途中

の降車駅もそうですけれども、大分それでも

時間が違うのかなと。そういう調査もやっぱ

り必要なんじゃないかな。これはもう乗らな

いとわからないと思うんですよね。 

 ですから、そこは、ぜひそういう調査も必

要なんじゃないでしょうかということを要望

させていただきます。 

 

○浦田祐三子委員 46ページですけれども、

高齢者交通の関係ですけれども、私も毎日運

転する中で、やっぱり１日１回はどきっとし

たり、ひやっとする現場に出くわすんですけ

れども、やっぱり高齢者の方の事故がとても

ふえている現状かと思いますけれども、た

だ、田舎になればなるほど、やっぱりマイカ

ーというのは生命線なんですね。 

 ただ、ここの中では、高齢者の安全、安心

な移動手段の確保をこれからも進めていく必

要があるということでございますけれども、

具体的にどういったことをお考えか、お聞か

せいただきたいと思います。 

 

○坂井都市計画課長 マスタープランで一応

提言させていただいている項目につきまして

は、周辺部の町、高齢者等が多くなって、人

口は減っていくということで、公共交通機関

が、採算性がなかなか合っていかないという

ことが予測されます。ということで、ＮＰＯ

とか自治体で運営しますコミュニティーバス

とか、あとタクシーとかを使った交通手段を

一応提案させていただいております。 

 以上です。 

 

○浦田祐三子委員 広報をしっかり進めてい

ただきたいと思います。 

 あと、また事故防止に関して、ぜひ、やっ

ぱり私は、広く県民の皆さんが同じ意識を持

っていかないとなかなか、お互いに譲り合う

気持ちがないと、事故は今後もふえていくも

のだと思いますので、そういった周知もして

いただければなと思いますので、よろしくお

願いします。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 先ほどのリムジンバスにも

関連しますし、空港アクセスで第２空港線の

渋滞というのは、この間１回質問でもやって

おりましたが、熊本市民病院があそこに建設

中で、もう工事もあっておるようですが、ま

た建設が完了しますと、通院のお客さんも大

変多くなるということで、ますます渋滞がふ

えてしまうんじゃないのかなというのが心配

で、その対策というのは何か考えているんで

すか。 

 

○内田交通政策課長 第２空港線沿線に今予

定を進めております市民病院の移転につきま

しては、現在のところ、熊本市のほうと意見

交換は十分させていただいているところでご

ざいます。 

 そこで、熊本市から伺っておりますのが、

事業者でございます熊本市が、現在、例えば

熊本土木事務所ですとかあるいは所轄の県警

とか、あるいは沿線のいろんな施設、機関の

方々と、病院の出入り口の設置ですとか、そ

れから箇所等についての交通協議を今行って

いらっしゃるという状況でございます。 

 その後、周辺道路、いわゆる第２空港線を

含めた周辺道路等の影響について、沿線の施

設管理者や交通管理者との協議等が行われる

ということだそうでございます。 

 我々県といたしましても、第２空港線は、

空港への主要なアクセスルートでもあります

ことから、定時性、速達性の確保について
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は、きちっと熊本市や関係機関と協議をして

まいりたいと思っています。 

 

○河津修司委員 その影響は非常に大きいか

なと思っておるんですが、その病院の入り口

の対策とか設置場所とかだけで済むのかな

と、全体の交通量が相当ふえるんじゃないか

なという懸念が、今でも朝夕を初め、大体慢

性的に渋滞しているような状況ですが、その

辺警察の考え方はどうなんでしょうか。 

 

○奥田交通部長 お答えいたします。 

 市民病院につきましては、現在、図面をも

とに交通量のシミュレーション等を行ってい

ます。 

 空港線に負荷がかかるというのは、右折入

りの場合が、要するに北側から進入する場合

が、空港に向かっての負荷がかかると想定さ

れておりまして、南側からの進入等をベース

に、あるいはバスをどのように入れるかとい

うことも、検討されておるところでございま

す。 

 

○河津修司委員 しっかり検討していただい

て、もうこれ以上交通渋滞がひどくならない

ような対策をお願いしたいと思っておりま

す。 

 

○中村亮彦委員 空港の周辺の環境について

ちょっとお尋ねしたいんですけれども、今、

コンセッション方式で運営権者が決まった

ら、もちろん民間ですから、営利も目的にさ

れるでしょうけれども、環境にもしっかり配

慮されるというふうに思うんですが、空港に

降った雨水ですね。滑走路、それから駐車場

に関しては空港内で処理されると思うんです

けれども、調整池とかあって処理されると思

うんですけれども、これは許容水量の限界を

超えたら、深迫ダムに流れるようになってい

るんですかね。ちょっとまずそれをお聞きし

たいなと思います。 

 

○内田交通政策課 許容を超えましたら、深

迫ダムのほうに流れるようになっておりま

す。 

 

○中村亮彦委員 今までの中で、その深迫ダ

ムに流れたと――範囲を超えなければ、空港

で処理するはずですから、深迫ダムには流れ

ないと思うんですけれども、今まで超えてそ

の深迫ダムに入ったという事実はあるんでし

ょうか。 

 

○内田交通政策課長 現在までは、それはご

ざいません。 

 

○中村亮彦委員 これは農業用ダムだからで

すね。あれは防災用ダムじゃなくて、農業用

ダムだから、なるべくそういう施設の配慮と

いうのはしていただきたいというふうに思い

ます。 

 それと、音のことについてちょっと聞きた

いんですけれども、41ページで、騒音のこと

について、監視体制ということではかる機械

が設置されていると思うんですけれども、こ

の地名は、まあ私の近くなので、地名を読め

ば大体どの辺かというのは想像できます。結

構小まめに調査をされているというふうに思

うんですけれども、ただ、どの限界を超えた

場合にいいとか悪いとか、そういう、何とい

いますか、ボーダーラインがあるんでしょう

かね。音の単位はデシベルですか。だから、

何デシベルを超えたら、例えば何かの対策を

打たないかぬとか、あるいは飛行機の騒音と

いいますか、エンジンの音を調整することは

できないでしょうから、周辺の地域にどのよ

うな対応をするとか、そのようなもの、ここ

に監視体制を置いているということはここに

載っているんですけれども、その辺はいかが

でしょう。 
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○内田交通政策課長 済みません、測定の単

位まではちょっと把握ができておりません

で、申しわけございません。きょうお話がで

きないですけれども、先ほど前川委員の御質

問にも、また鎌田委員の御質問にもお答えし

た中で、県のほうで今環境対策の協議会を設

置いたしております。実は、そこにうちの環

境部も入っていただきまして、そのとき、環

境部がしっかりこのそれぞれの施設のほう

に、要するに航空機の音まできちっとはかれ

る仕組みを設置しております。それは市町村

を通じて設置しておりまして、その結果につ

いても都度都度御報告をいただきまして、超

えた分についての対策をどうするのか、その

費用をどうするのかというところまでの御議

論をいただいているところでございます。 

 したがいまして、委員から御質問がござい

ましたような、航空機の音なのか、それから

周辺環境の音なのかというのは、分けたとこ

ろで測定ができているというところでござい

ます。 

 

○森浩二委員長 それは担当課が違うとでし

ょう。 

 

○内田交通政策課長 はい。済みません。 

 

○森浩二委員長 じゃあ、聞いてまた答えを

教えてもらえますか。 

 

○内田交通政策課長 済みません、失礼しま

した。 

 

○森浩二委員長 余り無理して答えてもです

ね。担当課が違うと……。 

 

○中村亮彦委員 はい、わかりました。 

 

○髙木健次副委員長 ６ページなんですけれ

ども、例の北熊本スマートインターチェン

ジ、最後の質問になるようによろしくお願い

したいと思いますが、説明では、埋蔵文化財

調査も７割済んでいると、また、用地買収等

も順調に進んでいるかに聞いておりますけれ

ども、今時点での進捗状況をちょっと上野整

備課長からお願いしたいと思います。 

 

○上野道路整備課長 今副委員長がおっしゃ

いましたように、３年間延ばさせていただい

たということの中で、少し地震等で数カ月お

くれたことはございましたけれども、まず30

年度の目標ということは、いまだ一切変わっ

ておりません。 

 用地につきましても、９割を超えていると

いうことで、それと、その後の残件につきま

しても、御理解をいただいているということ

も聞いておりますし、埋蔵文化財につきまし

ても、現在７割ということでございますが、

順調にいきますと、ことしじゅうには調査も

終了ということになっております。 

 工事の発注につきましては、ＮＥＸＣＯさ

んは一括発注でございますので、全て発注を

されておりまして、工事ができるところから

していただいているというところになりま

す。 

 地盤関係が少し軟弱ということは聞いてお

りますが、目標の30年度に向かって、ＮＥＸ

ＣＯさんあるいは熊本市さんは、きちっと進

行管理をしながら進めていただいていると思

いますので、県としましても、毎月連絡協議

会があっておりますので、その中でしっかり

支援をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次副委員長 今話のとおり、７月18

日にＮＥＸＣＯの分の施工分の契約も済んだ

ということで、やっと日の目を見るところま

で来たのかなという感じがいたしておりま
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す。 

 用地買収も９割程度ということで、ここま

で来れば、もうあんまり問題もないのかなと

いう感じがしますけれども、これは本当に県

のほうも、熊本市と非常に連携を組んでいた

だいて、頑張っていただいたという成果につ

ながってくるのだろうというふうに思ってお

ります。 

 30年度末には完成予定というスケジュール

で進んでいるのかなと思いますけれども、順

調にいけば30年度末以前に完成をさせてもい

いわけですから、ぜひ早期完成を目指して、

またこれからも頑張っていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 それでは、これで質疑を終

了したいと思いますけれども、よろしいです

か。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 次に、閉会中の継続審査に

ついてお諮りします。 

 本委員会に付託の調査事件につきまして

は、引き続き審査する必要があると認められ

ますので、本委員会を次期定例会まで継続す

る旨、会議規則第82条の規定に基づき、議長

に申し出ることとしてよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他として何かありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 ほかになければ、本日の委

員会はこれで閉会いたします。 

  午前11時26分閉会 
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